
（ 契約約款の名称）

電話サービ ス 等契約約款

 ケーブルプラ ス電話サービス提供に伴う 設備の設置及び請求等に関する契約約款

株式会社テレ ビ 津山（ 以下「 当社」 と いいま す。） と 、 KDDI 株式会社およ び JCOM 株式会社（ 以下あ わせて「 KDDI

等」 と いいま す。） のケーブルプラ ス 電話サービ ス 契約約款（ 以下ケーブルプラ ス 電話約款と いいま す。） https://w w w .

jcom .co.jp/corporate/about/com pany/yakkann/pdf/cableplus.pdf を 承諾し 、 JCOM 株式会社（ 以下「 JCOM」　 ただし 、

電話番号の設定およ び緊急通報（ 110/118/119） については KDDI 株式会社（ 以下 KDDI） から 当社を 介し てケーブル

プラ ス 電話サービ ス （ 以下「 ケーブルプラ ス 電話」 と いいま す。） の提供を受ける 者（ 以下「 契約者」 と いいま す。） と

の間に締結さ れる 契約（ 以下「 契約」 と いいま す。） は、 次の条項によ る も のと し ま す。

（ 当社のサービ ス ）

第 1 条

当社は、 ケ ーブルプラ ス 電話サービ ス に関し 必要な事項を 定め、 契約者と の間における 設備の設置、 料金の請求等

並びに当社およ び KDDI 等（ 以下あわせて「 当社等」 と いいま す。） がホーム ページその他の手段によ り お知ら せす

る 利用条件等に関する 事項は、 こ の約款の定める と こ ろ によ る も のと し ま す。

（ 約款の変更）

第 2 条

当社は、 こ の約款を 変更する こ と があり ま す。 こ の場合には、 料金その他のサービ ス の提供条件は、 変更後の約款

によ り ま す。

2． 当社が別に定める こ と と し ている 事項については、 随時変更する こ と があり ま す。

（ 契約の成立）

第 3 条

当社所定の工事を 申し 込む者が、あら かじ めこ の約款を 承認し 、別に定める 当社所定の申込書に所要事項を記入の上、

当社に対し 当社所定の工事を 申し 込み、 当社がこ れを 承諾し た時に、 当社と 当該申込者と の間で、 こ の約款を 契約

内容と する 工事に関する 契約が成立し ま す。

2． 当社は、前項の規定にかかわら ず、次の各号のいずれかに該当する 場合には、申込みを承諾し ないこ と があり ま す。

（ 1） 電話接続回線を設置し 、 又は保守する こ と が技術上困難なと き 。

（ 2） 申込みを し た者が、 工事に関する 費用その他当社に対する 支払を怠る おそれがある と き 。

（ 3） その他当社の業務の遂行上支障がある と き 。

（ 4） ケーブルプラ ス 電話サービ ス を 利用し よ う と する 住所が、 ケ ーブルプラ ス 電話サービ ス 提供対象外の地域で

ある と き 。

（ 設備の設置）

第 4 条

契約者は、 ケーブルプラ ス 電話への申込みを し たこ と を も っ て、 当社が、 ケ ーブルプラ ス 電話に必要と なる 設備の

設置等を 実施する こ と を 承認し たも のと し ま す。 こ の場合において、 その工事及び保守等は、 当社指定の機器、 工

法など によ り 、 すべて当社又は当社の指定する 業者が行う も のと し ま す。 なお、 終端装置等は当社が提供し 、 その

所有権は当社に帰属し ま す。

2． 設備の設置等及び保守の工事を行う ために必要がある と き は、 契約者の承諾を得て、 契約者が所有又は占有する

敷地、 家屋、 構築物等に立ち入り 、 電気、 水等を 無償で使用でき る も のと し ま す。 こ の場合において、 地主、 家主

その他利害関係人のあ る と き は、 契約者はあ ら かじ め当該利害関係人の承諾を 得ておく も のと し、 利害関係人と の

交渉に関し て責任を負う も のと し ま す。

3． 契約者は、 電話接続回線の終端のある 構内（ こ れに準ずる 区域内を 含みま す。） 又は建物内において、 当社の電

気通信設備を 設置する ために構内交換機や管路等の特別な設備を 使用する こ と を 希望する と き は、 自己の負担によ

り その特別な設備を設置し ていただき ま す。

4． 共同住宅など の共聴施設によ り 契約者がサービ ス を受ける 場合は、 別途協議する も のと し ま す。

5． 契約者は、 当社等が提供し た終端装置を移動し 、 取り 外し 、 変更し 、 分解し 、 若し く は損壊し 、 又は線条その他

の導体を接続する こ と はでき ま せん。

（ KDDI 等の提供サービ ス に係る 債権の譲渡等）

第 5 条
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契約者は、 ケーブルプラ ス 電話約款の規定によ り 支払を 要する こ と と なっ た料金その他の債務に係る 債権が、 KDDI

等の定める と こ ろ によ り 当社に譲渡さ れる こ と 及びその結果当社が当該債権を 契約者に請求する こ と を 承諾し たも

のと し ま す。 こ の場合において、 契約者は、 当社等が契約者への債権譲渡に関する 個別の通知又は承認の請求を 省

略する こ と を 承諾し たも のと し ま す。

（ 料金）

第 6 条

第 4 条 1 項に規定する 設備の設置等に伴う 料金（ 以下「 設置等料金」 と いいま す。） は契約者の負担と し 、 その額は

別に定める も のと し ま す。

2． KDDI 等が提供する ケーブルプラ ス 電話に係る 料金は、 ケーブルプラ ス 電話サービス 契約約款に定める と こ ろ によ

り ま す。

（ 決済条件）

第 7 条

設置料金及び前条の規定によ り KDDI 等が当社に債権譲渡し た料金（ 以下こ れら を 併せて「 利用料金」 と いいま す。）

は、 当社が指定する 期日ま でに、 口座引落し 又は口座振込みのいずれかの方法で支払っ ていただき ま す。 こ の場合

において、 こ の請求については、 当社指定締日で行う こ と と いたし ま す。

（ 割増金）

第 8 条

契約者が、 利用料金の支払を 不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額（ 消費税相当額を 加算し な

い額と し ま す。） の 2 倍に相当する 額に消費税相当額を加算し た額を 割増金と し て 、 当社から 別に定める 方法によ り

お支払いただき ま す。

（ 延滞利息）

第 9 条

契約者は、 料金その他の債務（ 延滞利息を 除き ま す。） の支払期日を 経過し ても なお支払がない場合には、 支払期日

の翌日から 支払の日の前日ま での日数について、 年 14.5 パーセント の割合で計算し て得た額を 延滞利息と し て当社

が別に定める 方法によ り お支払いただき ま す。 ただし 、 支払期日の翌日から 起算し て 10 日以内に支払があった場合

は、 こ の限り ではあり ま せん。

（ ご 請求）

第 10 条

利用料金は、 当社の債権と なり ま すので、 請求は当社から と なり ま す。

（ サポート ）

第 11 条

契約者がケーブルプラ ス 電話を 利用でき ない場合は、 契約者の設備又は利用容態に問題がないこ と を 確認の上、 当

社に申し 出ていただき ま す。

2． 前項の申出によ り 、当社は当社等の設備の修理又は対応（ 以下「 サポート 」 と いいま す。） のための手配を 行いま す。

ただし 、 利用環境、 容態及び申告の時間帯等によ り 対応でき ない場合又は相応の時間を 要する 場合があり ま す。

3． 第 1 項の申出がある にも かかわら ず、 契約者の設備又は利用形態に問題がある 場合並びに当社等の責任に帰する

こ と のでき ない事由によ り 契約者が本サービ ス を利用でき ない場合、 当社は前項のサポート の責任を負いま せん。

（ 当社が行う 契約の解約）

第 12 条

当社は、 次の各号のいずれかに該当する 場合には、 こ の契約を解約する こ と があり ま す。

（ 1） 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を 経過し ても なお支払わないと き 又は支払わないおそ

れのある と き 。

（ 2） 契約の申込みに当たっ て、 事実に反する 記載を行ったこ と 等が判明し たと き 。

（ 3） 当社が工事契約に基づき 設置し た電気通信設備を 移動し 、 取り 外し 、 変更し 、 分解し 、 若し く は損壊し 、 又

はその設備に線条その他の導体を接続し たと き 。

（ 4） 電気通信回線の地中化等、 当社又は契約者の責任に帰すこ と のでき ない事由によ り 当社の電気通信設備の変

更を 余儀なく さ れ、 かつ、 代替構築が困難でサービ ス 継続ができ ないと き 。

（ 5） 工事契約又は契約者と 当社と の間で成立し た契約に違反し た、 又は違反する おそれがある と き 。

（ 6） その他当社の業務の遂行上支障がある と き。 なお、 契約者は契約解約に伴い債務の履行を 免除さ れる も ので

はあり ま せん。

2． 当社は、 前項の規定によ り こ の契約を解約する 場合は、 あら かじ めその理由、 提供を停止する 日及び期間を契約

者にお知ら せし ま す。 ただし 、 緊急やむを 得ない場合、 こ の限り ではあり ま せん。
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（ 契約者が行う 契約の解約）

第 13 条

契約者は、 契約を解約し よ う と する と き は、 あら かじ めこ のこ と を当社指定の方法によ り 知ら せていただき ま す。

2． 前項の規定によ る 契約解約の場合、 当社は、 当社に帰属する 設備等を撤去いたし ま す。 こ の場合において、 撤去

費用を負担し ていただき ま す。

3． 前項の撤去に伴い、 契約者が所有又は占有する 土地、 建物その他の工作物等の復旧を 要する 場合、 契約者にその

復旧に係る 復旧費用を負担し ていただき ま す。

（ 承諾の限界）

第 14 条

当社は、 契約者から 工事その他の請求があ っ た場合に、 その請求を 承諾する こ と が技術的に困難であ る と き、 若し

く は保守する こ と が著し く 困難であ る と き、 又は契約者が利用料金その他債務の支払いを 現に怠り 、 若し く は怠る

おそれがあ る と 認めら れる 相当の理由があ る と き 等当社の業務の遂行上支障があ る と き は、 その請求を 承諾し ない

こ と があ り ま す。 こ の場合は、 その理由を その請求を し た者にお知ら せし ま す。 ただし 、 こ の約款において別に定

めがある 場合は、 その定める と こ ろ によ り ま す。

（ 契約者の個人情報の取扱い）

第 15 条

当社は、 契約者の個人情報については、 個人情報の保護に関する 法律（ 平成 15 年法律第 57 号） 及び当社の個人情

報保護基本方針に基づいて適切に取り 扱いま す。

（ 裁判管轄）

第 16 条

こ の約款に定める 事項に関する 訴訟については、 当社の本店所在地を 管轄する 裁判所を管轄裁判所と し ま す。

附　 則

1． 本約款は、 2018 年 7 月 1 日から 施行し ま す。

2． 本約款は、 2024 年 1 月 1 日から 施行し ま す。

 預金口座振替依頼書約款 （ 金融機関に対し ての約款です。） 

1． 私が支払う べき 料金等について貴行に請求書が送付さ れたと き は、 私に通知する こ と なく 、 請求書に記載さ れた

金額を預金口座から 引き 落と し の上お支払く ださ い。尚、振替日が変更さ れた場合には、請求書に記載さ れた日を持っ

て処理さ れても 差し 支えあり ま せん。  

2． 預金の引落と し にあたっては、 当座勘定約定書ま たは預金規定に関わら ず、 小切手の振出ま たは預金通帳およ び

預金払戻請求書の提出はいたし ま せん 

3． 預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないと き は、 私に通知する こ と なく 、 請求書を返却さ れて

も 差し 支えあり ま せん。  

4． 貴行の都合によ り 、 振替日の前営業日ま たは前々営業日に預金口座から 引落さ れても 差し 支えあり ま せん。

5． こ の契約は、 貴行が必要と 認めた場合には私に通知する こ と なく 、 解除さ れても 異議はあり ま せん。

6． こ の預金口座振替についてかり に紛議が生じ ても 、 貴行にはご 迷惑をかけま せん。

7． 領収書は預金通帳への記帳によ り 省略し て差し 支えあり ま せん。 但し 、 必要と する と き は TVT に申し 出ま す。

 テレビ津山 プラ イ バシーポリ シー 

■個人情報保護方針

株式会社テレ ビ 津山（ 以下「 当社」 と いいま す） は、 お客様の個人情報を 安全かつ適切に保管・ 利用する こ と を 当

然の責務と 考えま す。 お客様に信頼さ れ、 ご 満足し ていただける こ と が当社の事業活動の基盤であ り 、 重大な社会

的責務であ る こ と を 認識し 、 個人情報の保護に関する 法律その他の関係法令、 国が定める 指針その他の規範等を 遵

守し て個人情報保護の確実な履行に努めま す。
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